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　「
8
0
2
0
」
表
彰

　
8
0
2
0
は
「
ハ
チ
・
マ
ル
・
ニ
イ
・
マ
ル
」

と
読
み
、
　

歳
に
な
っ
て
も
　
本
以
上
自
分

80

20

の
歯
が
あ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
食
べ
物
を
お

い
し
く
食
べ
る
こ
と
が
で
き
、
健
康
な
身
体

を
保
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
市
で
は
、
　

歳
以
上
で
自
分
の
歯
が
　
本

80

20

以
上
あ
る
方
を
表
彰
し
ま
す
。

　
該
当
す
る
方
は
、
市
内
の
歯
科
医
院
で
健

診
（
無
料
）
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

◆
対
象
　
昭
和
4
年
4
月
1
日
以
前
に
生
ま

れ
た
方
で
自
分
の
歯
が
　
本
以
上
あ
る
方
。

20

た
だ
し
、
今
ま
で
に
表
彰
を
受
け
た
方
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

◆
健
診
期
間
　
8
月
1
日
（
土
）
～
　
日
（
月
）

31

※
予
約
が
必
要
で
す
。

◆
表
彰
式
　
　
月
8
日
（
日
）
　
※
賞
状
と
記

11

念
品
を
お
渡
し
し
ま
す
。

◆
照
会
先
　
関
市
保
健
セ
ン
タ
ー
（
緯
厩
0

1
1
1
　
姉
姥
6
7
5
7
）

 　
酒
害
相
談

　
岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、

ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
の
発
生
予
防
、
ア
ル

コ
ー
ル
依
存
症
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
、
そ

の
家
族
へ
の
援
助
な
ど
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
岐
阜
県
断
酒
連
合
会
の
協

力
を
得
て
「
酒
害
相
談
」
を
実
施
し
ま
す
の
で
、

ア
ル
コ
ー
ル
問
題
を
抱
え
て
い
る
方
は
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相相相相相相相

談談談談談談談
そ
う
だ
ん

◆
日
時
　
8
月
　
日
（
木
）、
9
月
　
日
（
木
）、

20

17

　
月
　
日（
木
）、　

月
　
日（
木
）午
後
7

10

15

11

19

時
　
分
～
午
後
9
時

30

◆
場
所
　
郡
上
市
南
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
消
防

セ
ン
タ
ー

◆
照
会
先
　
岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
（
緯
0
5
8
・
2
7
3
・
1
1
1
1
）

　
身
体
障
が
い
者
巡
回
相
談
　
　

　
　
　
　
　
　（
肢
体
不
自
由
）

　
手
や
足
な
ど
が
不
自
由
な
身
体
障
が
い
者

の
方
を
対
象
に
、
補
装
具
（
車
い
す
や
義
肢
）

の
交
付
判
定
な
ど
に
つ
い
て
巡
回
相
談
を
行

い
ま
す
。

◆
日
時
　
9
月
9
日（
水
）午
後
1
時
　
分
～

30

3
時

◆
場
所
　
わ
か
く
さ
・
プ
ラ
ザ
「
総
合
福
祉

会
館
2
階
」　

◆
申
込
先
　
9
月
4
日（
金
）ま
で
に
福
祉
政

策
課
（
緯
姥
9
0
3
1
　
姉
姥
7
7
4
8
）

　
多
重
債
務
無
料
相
談

　
市
で
は
、
多
重
債
務
問
題
に
つ
い
て
、
市

民
の
方
が
気
軽
に
相
談
で
き
る
多
重
債
務
無

料
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

◆
日
時
　
8
月
　
日（
金
）午
後
1
時
～
午
後

14

4
時
（
毎
月
第
2
金
曜
日
）

◆
場
所
　
わ
か
く
さ
・
プ
ラ
ザ
「
総
合
福
祉

会
館
1
階
・
1
‐
1
相
談
室
」

◆
相
談
方
法
　
面
談
。
事
前
予
約
制
（
申
し

込
み
順
6
人
）

◆
申
込
先
　
8
月
3
日（
月
）～
　
日（
水
）に

12

商
業
観
光
課
（
緯
姥
6
7
5
3
　
姉
姥
7

7
4
1
）
※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。

※
な
お
、
当
日
の
相
談
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う

た
め
、
予
約
時
に
簡
単
な
事
前
聞
き
取
り

調
査
を
し
ま
す
。

　
多
重
債
務
1
1
0
番

◆
日
時
　
8
月
8
日（
土
）午
前
　
時
～
午
後

10

4
時

◆
場
所
　
県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
（
県
民

ふ
れ
あ
い
会
館
1
棟
5
階
）

◆
相
談
料
　
無
料
。
電
話
相
談
の
場
合
の
電

話
料
は
相
談
者
負
担
。

◆
相
談
方
法
　
電
話
お
よ
び
面
談
。
面
談
は

事
前
予
約
制
で
　
人
（
申
し
込
み
順
）。
8

23

月
1
日（
土
）か
ら
予
約
受
付
開
始
。
※
日

曜
日
を
除
く
。

◆
予
約
受
付
時
間
　
▽
月
～
金
曜
日
＝
午
前

8
時
　
分
～
午
後
5
時
　
分
　
▽
土
曜
日

30

15

＝
午
前
9
時
～
午
後
5
時

◆
相
談
対
応
　
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
消
費

生
活
相
談
員

◆
注
意
事
項
　
当
日
は
多
重
債
務
に
関
す
る

相
談
の
み
受
け
付
け
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
厳
守
。

◆
予
約
・
照
会
先
　
県
民
生
活
相
談
セ
ン

タ
ー
（
緯
0
5
8
・
2
7
7
・
1
0
0
3
）

 　
定
額
給
付
金
の
　
　
　
　
　
　

　
申
請
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す

　
定
額
給
付
金
の
申
請
期
限
は
　
月
1
日

10

（
木
）で
す
。
ま
だ
申
請
を
し
て
い
な
い
世
帯

主
の
方
は
、
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

期
限
を
過
ぎ
て
も
申
請
が
な
い
世
帯
は
、
定

額
給
付
金
の
受
給
を
辞
退
し
た
も
の
と
み
な

案案案案案案案

内内内内内内内
あ
ん
な
い

さ
れ
ま
す
。

◆
照
会
先
　
企
画
政
策
課
（
緯
姥
7
7
1
1

　
姉
姥
7
7
4
4
）

　
住
宅
地
な
ど
で
の
農
薬
使
用

　
農
薬
は
、
雑
草
防
除
や
害
虫
防
除
に
は
有

効
な
手
段
で
す
が
、
農
薬
飛
散
に
よ
る
健
康

へ
の
影
響
を
心
配
さ
れ
る
住
民
か
ら
の
声
が

高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
特
に
住
宅
地
や
空
き
地
な
ど
で
不
注
意
な

使
用
に
よ
り
農
薬
が
飛
散
す
る
と
、
人
に
よ
っ

て
は
健
康
被
害
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
の
で
農
薬
飛
散
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
農
作
物
は
残
留
農
薬
基
準
制
度

（
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
制
度
）に
よ
り
、
残
留

基
準（
ま
た
は
一
定
量
）を
超
え
て
農
薬
が
残

留
し
た
場
合
、
出
荷
停
止
や
回
収
な
ど
の
対

応
が
求
め
ら
れ
ま
す
の
で
、
農
薬
の
使
用
回

数
や
使
用
量
を
で
き
る
限
り
減
ら
し
て
ク

リ
ー
ン
農
業
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

◆
照
会
先
　
農
務
課
（
緯
姥
7
7
0
5
　
姉

姥
7
7
4
1
）


